
太陽光
--- 太陽光
 

償却資産と

会社や個人

を営んでいる

「償却資産」

屋と同様に固
 

太陽光発電

太陽光発電

償却資産

は申告をお願
 

【設置者およ

設  置  

個

（ 住 宅 用

個

（ 事 業 用

法

 

【申告対象

太陽光パネ

※建材型

の課税対
 

償却資産の

償却資産

（提出書類

・償却資

・種類別明

 

 

 

光発電
光発電設備

とは  

人で工場や商

る方が、その

」といいます

固定資産税と

電設備にか

電設備は、固

となるものは

願いします。

よび発電規模

者 

人 

） 

家屋の

の全量

事業用

申告の

人 

） 

個人で

電かに

人 
事業の

ず、償

となる償却資

ネル、架台、

型のソーラー

対象にはなり

の申告  

として申告の

類） 

産申告書（償

明細書（増加

電設備を
備等（再生可

商店などを経

の事業のため

す。この償却

として課税さ

かかる償却資

固定資産税の

は申告が必要

。 

模別の申告区

１０kw

（余

の屋根などに

量または余剰

用資産となり

の対象となり

であっても事

にかかわらず

の用に供して

償却資産とし

資産】 

、接続ユニッ

ーパネル（屋

ません。 

の対象となる

償却資産課税

加資産・全資

を設置
可能エネル

経営している

めに用いてい

却資産は地方

されます。

資産の申告

の課税の対象

要です。下記

区分】 

w 以上の太陽

余剰売電・全

に太陽光発電

剰を売電する場

り、発電に係る

ります。 

事業の用に供

ず、償却資産と

ている資産とな

して申告の対象

ット、パワー

根自体が太陽

る発電設備を

税台帳） 

資産用） 

置された
ルギー発電設

る方や、駐車

いる構築物・

方税法の規定

告について

象となる償却

記をご覧いた

陽光発電設備

全量売電） 

電設備を設置

場合は、売電

る設備は償却

している資産

として申告の

なるため、発

象となります

ーコンディシ

陽光パネル）

をお持ちの方

【お問い

〒728

広島県三

三次市

た皆様
設備）にか

車場やアパー

・機械・工具

定により申告

 

却資産に該当

ただき、対象

備 

置して発電量

電するための

却資産として

産については

の対象となり

発電出力量や

す。 

ショナー、表

）は、家屋と

方は、次の書

い合わせ先

-8501 

三次市十日市

市民部 課税

TEL  08

FAX  08

様へ 
かかる課税に

ートなどを貸

具・器具・備

告が義務づけ

当する場合が

象となる資産

１０ｋｗ未

売電するた

ならないた

申告の対象

は、発電出力量

ます。 

や全量売電か余

表示ユニット

として評価さ

書類を提出し

・提出先】 

市中二丁目

税課 資産税

824-62-6

824-62-6

について -

貸し付けてい

備品等の事業

けられており

があります。

産を所有され

未満の太陽光

（余剰売電）

ための事業用

ため、償却資

象となりませ

量や全量売電

余剰売電かに

ト、電力量計

されますので

してください

８番１号 

税係 

6124 

6345 

--- 

る方、農業

業用の資産を

、土地や家

 

れている場合

光発電設備

 

用資産には

資産として

せん。 

電か余剰売

にかかわら

計など。 

で、償却資産

。 

産


